
12広報ひかり　平成17年3月10日13

問合せ　環境保全課　0833(72)1400内線200

【無償】整理だんす、学習机とイス、応接台、エレクトーン、オルガン、あんま機、冷房
機、足踏みミシン、子ども服（女児・80～90㎝）、布団一式
【面談】カントリー調ドレッサー、ブリタニカ百科事典、学習机とイス、二段ベッド

電動ベッド、光井小女児制服、挽き臼、大人用自転車、食卓テーブル、東光保育園の
制服とカバン、陸上短距離用スパイクシューズ（26～27㎝）
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3月後半

譲ってほしい物品

譲 り た い 物 品

3月のごみ収集日（※広報発行日において、すでに収集が終わっているものがありますので、ご注意ください。） 

   

 

 

資源ごみ 埋立ごみ 可燃粗大ごみ 地　　区 

室　　積 
中島田・三井・上島田・周防 

光　　井 
島　　田 
浅　　江（JR線路南側） 
浅　　江（JR線路北側） 

4日、18日 11日、25日 

7日、18日 
1日、15日 
1日、15日 
2日、16日 
3日、17日 

 
14日、28日 
  8日、22日 

10日、24日 
  9日、23日 
  8日、22日 

23日 
16日 
30日 
30日 

9日 

三輪・束荷 
岩田・塩田 新聞等2日、16日  ビン・缶等9日、 23日  ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ 7日 

14日、28日 23日 
14日、28日 17日 

新聞等10日、24日  ビン・缶等3日、 17日  ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ 7日 

9日 

●１歳６か月児健診（13時～14時、あいぱーく
光）

●行政相談（9時30分～15時、大和支所）

●育児相談、歯の健康相談（9時30分～11時、
島田公民館）

水
23

木
24

金
25

日
27

火
29月

21

日
20

土
19

金
18

木
17

水
16

木
31

●心配ごと相談（10時～15時、あいぱーく光）

●森もりひろば（10時～15時、周防の森ロッ
ジ）

水
30

●心配ごと相談（10時～15時、あいぱーく光）

●人権相談（10時～15時、あいぱーく光）
●行政相談（10時～15時、あいぱーく光）
●献血（13時30分～16時、アルク光店）
●健康相談（9時30分～11時、三島公民館）
●障害者口腔健診・口腔衛生指導（13時30分～
14時30分、あいぱーく光）
●夢の押し花展（27日まで、文化センター）

●園芸教室（梅の盆栽・剪定と植え替え）（10
時～12時、冠山総合公園）
●人物の表現（常設展）（5月15日まで、文化
センター）
●語りの会発表会（14時～14時50分、図書
館）

●健康相談、育児相談、歯の健康相談（9時30
分～11時、浅江公民館）

火
22

土
26

月
28

●牛島朝市（受付7時45分～、牛島公民館周
辺）
●初心者キャンプ講習会（9時～15時、冠山総
合公園オートキャンプ場）
●フラワーアレンジメント教室（①11時～・②
13時30分～・③15時30分～、大和スポーツセ
ンター）

● 

平
成
17
年
４
月
か
ら
平
成
18
年

３
月
ま
で
の
国
民
年
金
保
険
料

は
、
月
額
１
万
３
５
８
０
円
で
、

保
険
料
は
平
成
17
年
度
か
ら
平
成

29
年
度
ま
で
毎
年
２
８
０
円
引
き

上
げ
ら
れ
る
予
定
と
な
っ
て
い
ま

す
。

● 

国
民
年
金
保
険
料
の
口
座
振
替

割
引
制
度
が
拡
充
さ
れ
ま
す

①
保
険
料
の
前
納
を
口
座
振
替
に

す
る
と
割
引
額
が
増
え
ま
す

　
17
年
度
分
の
保
険
料
を
一
括
し

て
前
納
す
る
と
、
現
金
払
い
で

は
、
２
８
９
０
円
の
割
引
、
口
座

振
替
で
は
、
３
４
２
０
円
（
５
３

０
円
増
）
の
割
引
と
な
り
ま
す
。

口
座
振
替
で
の
前
納
は
、
平
成
17

年
３
月
31
日
ま
で
に
社
会
保
険
事

務
所
で
の
登
録
が
完
了
し
て
い
る

必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
希
望

の
方
は
お
早
め
に
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。
口
座
振
替
日
は
５
月
２

年
金
係

年
金
係
か
ら
の
お
知
ら
せ

か
ら
の
お
知
ら
せ 

年
金
係
か
ら
の
お
知
ら
せ 

日
で
す
。
な
お
、
す
で
に
口
座
振

替
で
前
納
さ
れ
て
い
る
方
は
、
届

出
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

②
月
々
の
口
座
振
替
に
早
割
（
当

月
保
険
料
の
当
月
末
引
落
し
）
制

度
が
で
き
ま
し
た

　
通
常
の
口
座
振
替
（
当
月
保
険

料
の
翌
月
末
引
落
し
）
は
定
額
保

険
料
で
す
が
、
口
座
振
替
を
早
割

に
す
る
と
40
円
が
割
引
と
な
り
ま

す
。

　
以
上
の
口
座
振
替
の
申
込
用
紙

に
つ
い
て
は
、
社
会
保
険
事
務
所

な
ど
に
請
求
し
て
い
た
だ
く
ほ

か
、
各
金
融
機
関
を
経
由
し
て
申

し
込
み
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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４
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４
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険
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わ
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険
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わ
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険
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額
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変
わ
り
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険
料
額
が
変
わ
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す

険
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額
が
変
わ
り
ま
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こ
の
制
度
は
、
障
害
基
礎
年
金

等
を
受
給
し
て
い
な
い
障
害
者
に

対
し
て
福
祉
的
措
置
を
講
じ
る
観

点
か
ら
給
付
金
の
支
給
を
行
う
制

度
で
す
。

　
対
象
者
は
、

①
平
成
３
年
３
月
以
前
の
国
民
年

金
任
意
加
入
対
象
者
で
あ
っ
た
学

生②
昭
和
61
年
３
月
以
前
の
国
民
年

金
任
意
加
入
対
象
で
あ
っ
た
厚
生

年
金
保
険
等
に
加
入
し
て
い
た
方

の
配
偶
者

で
、
任
意
加
入
し
て
い
な
か
っ
た

期
間
中
に
生
じ
た
傷
病
が
、
現

在
、
障
害
基
礎
年
金
の
１
、
２
級

相
当
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
方
で

す
。

　
障
害
認
定
事
務
は
、
過
去
の
状

況
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
な
ど

非
常
に
時
間
が
か
か
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
個
々
の
ケ
ー
ス
に
も
よ

り
ま
す
が
、
支
給
の
決
定
ま
で
数

か
月
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
あ

ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

（
支
給
が
決
定
す
れ
ば
、
請
求
書

の
受
付
月
の
翌
月
ま
で
さ
か
の

ぼ
っ
て
支
給
さ
れ
ま
す
。
）

　
な
お
、
収
入
や
年
金
受
給
の
状

況
に
よ
っ
て
支
給
が
制
限
さ
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

特
別
障
害
給
付
金
制
度

特
別
障
害
給
付
金
制
度

特
別
障
害
給
付
金
制
度

特
別
障
害
給
付
金
制
度

特
別
障
害
給
付
金
制
度

が
始
ま
り
ま
す

が
始
ま
り
ま
す

が
始
ま
り
ま
す

が
始
ま
り
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す

が
始
ま
り
ま
す

若
年
者
納
付
猶
予
制
度

若
年
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予
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度

若
年
者
納
付
猶
予
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度

若
年
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予
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若
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す

が
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す

が
導
入
さ
れ
ま
す

が
導
入
さ
れ
ま
す

が
導
入
さ
れ
ま
す

※
今
回
は
、
「
国
民
年
金
の
お
知

ら
せ
」
を
拡
大
し
た
た
め
、
「
消

費
生
活
ア
ド
バ
イ
ス
」
の
コ
ー

ナ
ー
は
お
休
み
し
ま
す
。

　
20
歳
代
の
人
は
、
本
人
（
配
偶

者
を
含
む
）
の
所
得
が
一
定
額
以

下
の
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
月
々

の
保
険
料
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま

す
。
（
こ
れ
ま
で
は
、
所
得
が
一

定
額
以
上
の
世
帯
主
（
親
な
ど
）

と
同
居
し
て
い
る
場
合
に
は
、
保

険
料
免
除
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
）

　
ま
た
、
満
額
の
老
齢
基
礎
年
金

を
受
け
取
る
た
め
に
、
そ
の
後
10

年
間
の
う
ち
に
保
険
料
を
納
付
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
２
年
以
上
経
過
後
は
保
険
料
に

一
定
の
加
算
が
か
か
り
ま
す
。
）

◎
問
合
せ
　
徳
山
社
会
保
険
事
務

所
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●誕生記念植樹（10時～、冠山総合公園）


